
	 まえがき

セキュリティ基盤研究室の主な目標の 1 つはユーザ
のプライバシーを保護しながらユーザに関わるデータ
を利活用する技術の開発である。サービス事業者に
とっては、新たなビジネスの検討、顧客のニーズの把
握、サービス向上等、ビジネスを優位に進めるために、
ユーザの情報（データ）を収集し、利活用することは不
可欠である。一方で、データ提供者であるユーザのプ
ライバシーを保護する必要もある。事業者が収集した
情報の中には、ユーザのプライバシーに関わる情報も
多く、データ利活用とユーザのプライバシー保護の両
立は、現代社会における大きな課題の一つである。こ
の課題の解決のために、数学理論に裏打ちされた厳格
な安全性と社会のニーズを満足するデータの有用性を
両立できる技術の実現を目指している。

しかし、プライバシーを保護したデータ利活用技術
は開発しただけでは社会に広く普及しない。プライバ
シー技術の非専門家であるデータ提供者にも理解して
もらい、その技術を用いたデータ利活用が社会に受け
入れられる必要がある。近年、サービス事業者が個人
からデータを取得する際には、データの利用目的や保

護の方法について明らかにした上で、データ提供者に
事前にデータ提供の同意を得ることが常識となりつつ
ある。この常識は法制度として社会に実装されている。

日本では、改正個人情報保護法第 18 条、第 27 条 [1]
に基づき、事業者が個人情報を取得する場合は、プラ
イバシーポリシーの作成が義務付けられている。プラ
イバシーポリシーとは、その事業者の個人情報取り扱
いに関する基本方針を示したものであり、個人情報の
定義、個人情報の取得方法、個人情報の利用目的が定
義されている。また、個人データ（個人情報データベー
ス等を構成する個人情報）を安全に管理するための措
置、個人データの共同利用、第三者提供、開示・訂正
等の手続き、個人情報の取り扱いに関する相談や苦情
の連絡先も併せて示されている。

さらに、EU 域内の個人データ保護を規定する法で
ある General Data Protection Regulation（GDPR）は、

「それらの個人データの取扱いと関連する情報及びコ
ミュニケーションに容易にアクセスできること及び容
易に理解できること、また、明確かつ平易な文言が用
いられること」を求めており [2][3]、専門家だけでなく
非専門家でも理解できるようにプライバシーポリシー
を作成しなくてはならない。

1

安全なデータ利活用を実現する技術が世界中で日々開発されている。しかし、開発された技術
が社会に普及するためには、それら技術が非専門家たちにも安心して受容される必要がある。安
心を実現するための準備として、我々は「プライバシーポリシーで使用される技術用語の理解度
とプライバシーポリシーへの同意の調査」「日本人のプライバシーに関わる法制度に対する理解の
調査」「差分プライバシー技術を非専門家に説明するにあたり予想される課題の検討」を実施した。
これらの調査結果は専門家と非専門家のプライバシー保護技術の理解の間には大きなギャップが
存在することを示唆し、安心の実現に向けた課題を浮き彫りにした。

Despite the rapid development of privacy-enhancing technologies globally, widespread adop-
tion among the general public, including non-experts, remains a challenge. To address this, we 
conducted surveys on the public’s understanding of privacy terms and policies, and their familiarity 
with privacy-related legal frameworks in Japan. We also investigated the challenges associated 
with explaining differential privacy technologies to non-experts. Our findings indicate a significant 
disconnect between the understanding of privacy protection technologies among experts and non-
experts, underscoring the difficulty of achieving broader societal acceptance.
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これら法制度が透明性の確保を目指しているのに反
して、実際のサービス利用時に提示されるプライバ
シーポリシーは非専門家にとっては難解である。アメ
リカで 2021 年に行われたプライバシーポリシーで使
われる技術用語の理解度に関する研究では、当該技術
用語が非専門家にとっては理解が難しく、誤解されて
いることを明らかにした [4]。この研究ではプライバ
シーポリシーに頻出する技術用語 20 語についての正
しい定義を 4 つの選択肢の中から参加者に選択しても
らうというアンケート形式の調査を実施したところ
20 用語中 15 用語で正答率が 50 % 以下であった。また、
この研究では技術用語を用いたポリシーと技術用語を
用いない説明的文章を用いたポリシーを参加者に提示
するアンケート調査も実施し、技術用語を用いたポリ
シーの方が技術用語を用いず書いたポリシーよりも同
意率が上がる場合や、またその逆の場合もあることを
示した。これは技術用語の意味を理解していれば判断
が変わった人もいたことを示唆しており、難解な技術
用語の使用は判断を誤らせることがわかる。本来、プ
ライバシーポリシーはデータ提供者であるユーザがそ
の内容を理解した上で同意（あるいは拒否）することで
自己情報コントロールを実現する手段であるはずであ
る。しかし、事業者は法を順守することに重点を置い
た難解なプライバシーポリシーをユーザに提示して、
本来の目的を果たしていないと上述の研究は暗に示し
ている。

こうした社会情勢や先行研究の結果を受けて、セ
キュリティ基盤研究室ではプライバシーポリシーや保
護技術を社会に広く普及させるためにプライバシー技
術の透明性確保に向けた調査や研究を実施している。
それらの研究を 3 つに分けて紹介する。1 つ目の研究
は上述の技術用語の理解やプライバシーポリシーへの
同意についての日本版の調査の実施 [5][6] である。技
術用語の理解や技術に対する期待は居住国 [7] や属す
る文化圏 [8][9] によって異なることが示唆されており、
上述の結果と同じ傾向が我が国で見られるかは自明で
はない。2 つ目は日本人のプライバシーに関わる法制
度への理解度の調査 [5][6] である。我が国には改正個
人情報保護法などで事業者や行政による個人に関する
情報の取り扱い方法が規定されているが、法律や技術
の専門家ではない一般の国民はそれらの法によって何
がどの程度保護されているのか正しく理解しているの
かを調査した。3 つ目は近年急速に社会実装が進んで
いる差分プライバシーが技術者研究者以外にはどの程
度理解できるのかの検討 [10] である。

	 日本人の技術用語に対する理解とプライ	
	 バシーポリシーへの同意の関係の調査　

セキュリティ基盤研究室では「まえがき」でも言及し
た米国で行われたアンケート調査 [4] と同様の調査を
日本で実施し、国民性や環境によって技術用語に対す
る理解や、プライバシーポリシーに対する同意に違い
はあるか調査した。

2.1 調査対象
調査は日本で幅広く活用されているクラウドソーシ

ングサイトを利用して2023年4月に参加者募集を実施
した。参加者を募集する際には、プライバシーに関心
の高い参加者ばかりが集まることを避けるため、募集
タイトルに「プライバシー」等の語句は含めず、「オンラ
インサービスの利用に関するアンケート調査」とした。
アンケートの冒頭において、研究の目的や研究データ
の取扱い等について参加者に伝え、自由意志による参
加同意を得た。なお、回答のパフォーマンスによって
報酬が変わることがないことも伝えた。当研究室にお
ける事前調査をもとに、回答完了時間を20分程度と想
定し、時給換算で日本の最低賃金を優に超える 400 円
を報酬額に設定した。募集する曜日や時間帯によって
参加者の属性に偏りが生じる可能性を考慮し、曜日及
び時間帯が異なる 3 回に分けて募集した。362 名の参
加者のデータに対して、解析を行った。なお、事前に
NICT 内部のパーソナルデータ取扱い審議委員会のア
セスメントを受けている。

2.2 技術用語に対する理解
日本人はプライバシー保護技術に関する技術用語を

どの程度理解しているかを調査するために、アメリカ
での調査 [4] のうち 16 用語＊1 に関して、それらを個人
情報保護委員会の GDPR 仮日本語訳 [11] などを参考に
翻訳したアンケートを我々は実施した。例えば、「プラ
イバシーポリシー」という語に対しては、参加者に次
の 5 つの選択肢を提示して、正しいと思う 1 つを選択
してもらった：

 • ユーザのデータを収集・使用する方法を説明する
法的文書（正解）
 • ユーザのデータを保護する方法を説明するもの
（不正解）
 • 企業がユーザについて収集した情報の機密性を保
持する方法を説明するもの（不正解）

2

＊1	 オリジナル論文 [10] では 20 語の技術用語を調査しているが、「PII」、
「personal	information」、「anonymized	information」等は、改正個人情報
保護法と GDPR で定義が異なるため、分析しないこととした。
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 • 企業は許可なくユーザのデータを他のサイトや企
業と共有しないということを述べるもの（不正解）
 • わからない

図1に調査対象にした16用語とそれらに対する回答
者の正答率を示す。16 用語中 12 語は米国での調査よ
りも有意に正答率が低かった。特に、「アクセスキー」

「プライバシーポリシー」は誤答率が 7 割以上であり、
誤った理解が浸透していることが窺

うかが

える。プライバ
シーポリシーの定義に関する最も回答率の高い誤答は、

「企業がユーザについて収集した情報の機密性を保持
する方法を説明するもの」（37.3 %）であり、実際より
も安全性が高い選択肢が選ばれていた。また、セキュ
リティ基盤研究室で技術的な研究を行っている「エン
ドツーエンド暗号化」「暗号化」に対して、大半の回答
者が「わからない」と回答していることはセキュリティ
基盤研究室にとっては興味深い結果である。16 用語全
体に関して、既に広まっている日本語表記を採用した
にもかかわらず、日本では米国よりも技術用語の定義
を誤解している参加者が明確に多いことを示唆する結
果となった。

結果を素朴に解釈すると、「日本人は米国人よりもセ
キュリティ・プライバシースキルが低い」とも読み取
れるが、必ずしもそうとは限らない。日本語のプライ
バシーポリシーを多数調査した結果、非英語圏特有の

2 つの問題が日本人の技術用語理解を妨げている可能
性があることを発見した。1 つ目の問題は英単語のカ
タカナ表記が用語の意味の推論を難しくしていること
である。本研究で調査の対象とした16の技術用語のう
ち 15 語は英単語あるいはそれをカタカナ表記したも
のが含まれる。（例えば、「プライベートブラウジング」
は英熟語“private browsing”の音をカタカナで表した
ものである。） 英語話者ならば用語全体の意味を知ら
なくともそれを構成する各単語から意味を推測可能だ
が、日本人がカタカナ表記された英単語を見てそう
い っ た 推 測 を す る の は 容 易 で は な い。（“private 
browsing”の意味は“private”と“browsing”の意味か
ら英語話者ならおおむね推測できるだろうが、「プライ
ベートブラウジング」はどこで区切るのかすらわから
ない日本人もいるだろう。）この仮説を補強する事実と
して、文脈によって意味が異なる“local”という単語を
含む「ローカルストレージ」という用語は、正答は「自
分に関する情報が自分のマシンまたはデバイス上に保
存される。」であるが、米国での調査では物理的な意味
での“local”（企業の敷地内にあるマシンまたはデバイ
ス、ユーザの地域にあるマシンまたはデバイス上に保
存される。）と誤答する回答者が日本での調査よりも多
かったことが挙げられる。つまり、用語の各構成単語
から全体の意味の推論が難しい技術用語は日本人に限

図 1　技術用語の定義の正答率
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らず意味を誤解しやすい可能性がある。2 つ目の問題
は技術用語の表記揺れが多いことである。例えば、「Do 
Not Track Request」という技術用語は「Do Not Track

（トラック禁止）リクエスト」「トラッキング拒否」
「DNT」「ピクセルタグ」「トラッキングピクセル」など
いくつもの日本語表記があることを確認している。こ
うした表記揺れは、同じ用語を別の用語だと誤認させ
て理解を妨げている可能性がある。これら非英語圏特
有の問題を解消する補助をするだけでも日本人の技術
用語理解度を引き上げられるかもしれない。補助の方
法としては、技術用語の日本語表記を統一するよう専
門家が社会に働きかけるなどが考えられる。また、非
英語圏に限らず技術用語理解を助ける方法として、技
術用語の表記箇所にその説明を記載したページをリン
クすることなどが提唱されている [4]。

2.3 プライバシーポリシーへの同意
「技術用語に対する理解」の調査と並行して、技術用

語を用いて書かれたプライバシーポリシーと平易な言
葉だけを用いて書かれたプライバシーポリシーで同意
度に差があるかの調査も実施した。半数の回答者には
技術用語（全 6 語：ウェブビーコン、トラッキング、
セッション cookie、パーシステント cookie、エンド
ツーエンド暗号化、暗号化） を使用したポリシーを各
用語ごとに計 6 種類、もう半数の参加者には技術用語
を使用せずに説明した同じ内容のポリシー 6 種類を提
示して、各ポリシーに同意する可能性を「とても低い」
から「とても高い」の 5 段階で回答してもらった。

表 1 は「とても低い」と 1 点「とても高い」を 5 点とし
て各ポリシーに対する全回答者の回答の平均値を評価
したものである。結果として、6 語中 3 語で技術用語
を用いたプライバシーポリシーと技術用語を用いず平
易な文章で説明したプライバシーポリシーの同意度に
統計的に有意な差が見られた。これにより、プライバ
シーポリシーに技術用語を使用することが日本のユー
ザの同意度に影響し、技術用語の使用が真の同意取得
の壁となっていることが確認された。「ウェブビーコ
ン」と「トラッキング」では、技術用語を利用したポリ

シーの方が同意率は高く、技術用語を用いないポリ
シーとの差が統計的に有意であった。この結果と「技
術用語に対する理解」の結果を総合すると、一部の日
本人は技術に対して実態よりも高いデータ保護能力を
期待しており、かつ、その誤った期待を基にデータ所
有者でありデータ提供者である本人が望まない（意図
しない） データ提供を行っている可能性を示唆してい
る。ただし、暗号化に関しては、その定義が「わから
ない」という回答率が高いが、その説明を平易な言葉
で聞けばポリシーの同意に肯定的になるという、他の
技術用語とはやや異なる受け止められ方をしているこ
とは特筆に値する。

このような結果になった理由はこの調査結果だけか
らはわからないため、今後の課題の一つである。例え
ば、「暗号化」という技術用語のように、「わからない」を
選択した回答者が多い場合、わからないものをどの程
度快適（安全） に感じるかそうでないかは国の文化的
側面や国民の性格特性が影響すると考えられる。同意
率やその差の方向性については更なる調査の下で結論
づける必要があると考える。こうした調査は、社会の
プライバシー技術への期待の理解につながり、他の研
究にも良い影響を与えると予想される。

	 日本人のプライバシーに関わる法制度に	
	 対する理解の調査　　　　　　　　　　

技術用語やプライバシーポリシー以外で非専門家に
とって理解が難しいものに我が国のプライバシーに関
わる法制度が挙げられる。日本国の法律は最初から日
本語で記述されているため「技術用語に対する理解」で
指摘した表記揺れ等の問題は生じないが、日常的には
用いない用語などが含まれておりその理解は容易では
ない。プライバシーに関わる我が国の法制度を日本人
がどの程度理解できているか我々は調査した。本研究
は、「日本人の技術用語に対する理解とプライバシーポ
リシーへの同意の関係の調査」とは異なり、オリジナ
ルの研究である。

この調査では以下の 2 点について日本人が理解して
いるかをアンケートで調査した：

（i） 個人情報保護法の下で実施可能なデータの取り扱
いに関する質問

（ii） 10 種の個人情報が要配慮個人情報（改正個人情報
保護法が定める個人情報の中でも「不当な差別、偏
見その他の不利益が生じないようにその取扱いに
特に配慮を要するもの」） に該当するか否かに関す
る質問

（i）の理解度を調査するために、特定の種類のデー
タについての取り扱い方法が正しい選択肢を選んでも

3

表 1　技術用語を使用したポリシーと使用しないポリシーの平均同意可能性の比較
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らう 4 択問題を実施した。例えば、匿名加工情報の取
り扱いについての選択肢は次の 4 つである：

 • 原則として他の企業への提供は禁止（不正解）
 • ユーザの同意を得れば他の企業への提供可能 
（不正解）
 • ユーザの同意を得ずに他の企業への提供可能 
（正解）
 • わからない

（ii）の理解度を調査するための調査として、銀行口
座、国籍、病歴など様々な種類の情報を回答者に提示
して、それぞれに対して「要配慮個人情報に該当する
と思う」「要配慮個人情報に該当しないと思う」「わから
ない」の 3 つの選択肢から一つを選んでもらった。な
お、これら調査の回答者は「日本人の技術用語に対す
る理解とプライバシーポリシーへの同意の関係の調
査」の回答者と同一である。

表 2 は調査（i）でのアンケートの質問と選ばれた選
択肢の割合である。

 • 仮名加工情報は法律で原則として他の企業への提
供が禁止されているが、それを正しく答えられた
回答者はわずか 18 % であった。42.5 % もの回答
者がユーザの同意を得れば他企業へ提供できると
誤って回答した。
 • 匿名加工情報はユーザの同意を得ずに他の企業へ
提供可能であるが、その選択肢を正しく選べた回
答者は 24.3 % で、半数以上の回答者が法律で定め
られている取り扱いよりも厳格な取り扱いの選択
肢を選んでいる。
 • 外国にある第三者への個人データの提供はユーザ
の同意があれば可能であると法律で定められてお
り、回答者の約半数はその正しい選択肢を選ぶこ
とができた。
 • アカウントのないユーザのデータ収集・データ利
用は利用可能かつプライバシーポリシーに書いて
ある範囲での利用が法律で認められているが、そ
の選択肢を正しく選べた回答者は 34.3 % にとど
まる。それよりも多い 40.6 % の回答者は「収集は
可能だが、利用はできない」と誤って回答した。

表 2　個人情報保護法下で実施可能なデータの取り扱いに対する期待 
（アンケートの質問と結果）

図 2　要配慮個人情報への該当／非該当アンケート調査の結果
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4 つの質問全てで正答率が 50 % を下回り、かつ、「外
国にある第三者への個人データの提供」以外の質問で
は不正解の選択肢が選ばれた割合が正解の選択肢が選
ばれた割合よりも高かった。この結果から日本国の法
律で定められているデータの取り扱い方と、日本人が
期待するデータの取り扱い方の間に小さくないギャッ
プが存在すると推測される。なぜこのような結果に
なったかの理由の調査はこれからの課題であるが、い
くつかの仮説が立てられる。仮名加工情報と匿名加工
情報の質問では、一番多く選ばれた項目が一致してい
るため、そもそも仮名加工情報と匿名加工情報の違い
を多くの回答者が理解できなかった可能性がある。ま
た、アカウントのないユーザのデータについては、
GDPR などより厳しいデータ保護を要求する日本国外
の法律と混同している可能性が考えられる。

図 2 は（ii）の調査で対象とした個人情報 10 種と全回
答者の回答の割合である。銀行口座情報、クレジット
カード情報、金融資産情報は法律上の要配慮個人情報
ではないにも関わらず、回答者の 8 割以上が要配慮個
人情報であると誤答した。反対に、感染症の罹患無と
信仰する宗教の有無は法律上の要配慮情報であるのに、
要配慮個人情報だと回答した回答者は半数以下であっ
た。法律上の要配慮個人情報とアンケート回答者が考
える要配慮個人情報の間に一部で大きなギャップがあ
ることが窺われる。このようなギャップが生じる理由
として、回答者の多くが要配慮個人情報とは、その情
報が漏えいした場合の経済的損失が大きい情報だと誤
解しているからだと考えられる。要配慮個人情報であ
ると考える参加者が多かった銀行口座、クレジット
カード、金融資産情報は漏えいした場合、他者に自ら
の資産を不正に使用されてしまう可能性があり、犯罪
歴、病歴も就職において不利な扱いを受ける可能性が
ある。

上述した（i） （ii）の調査結果はいずれも法律が規定
するデータの取り扱い方と日本人が期待するデータの
取り扱い方の間に大きなギャップがあることを示唆し
ている。このギャップは事業者、ユーザ双方に不利益
をもたらすため望ましくない。例えば、ユーザが法律
によって厳格な保護が義務付けられていると期待して
いたにも関わらず実際には保護されない場合、ユーザ
は間違った理解を基に望まないデータ提供を誤って行
う可能性がある。このようなユーザの望まないデータ
提供はユーザの自己情報コントロール権及びプライバ
シー権を侵害する。反対に、ユーザが厳格には保護さ
れないと思っているにも関わらず実際には法律によっ
て厳格に保護されている場合、ユーザは必要以上に
データ提供に慎重になり事業者はデータ取得の機会を
失う。

このような望ましくない誤解を避けることはユーザ
の権利の担保と事業者の利益の確保につながるため、
その方法の研究は今後の課題の一つである。ユーザが
誤解しやすいデータの取り扱いをハイライトで表示す
るなどの工夫が必要であると考えられる。この方法論
の研究において、国ごとにデータの取り扱いに関する
法律もユーザの意識も異なることが大きな挑戦になる。
これらの違いのためにある国でうまく機能した方法が
別の国でも適切に機能する保証が全くない。したがっ
て、日本国と日本人のための方法の研究は海外の研究
結果を待つだけでなく、日本の研究機関が主体的に実
施する必要がある。

	 新たな技術の社会実装に備えて

ここまでで紹介した理解度調査の対象にはならな
かったものの急速に社会実装が進んでいる技術として
差分プライバシー [12] がある。差分プライバシーは統
計（平均値、分散、学習モデルのパラメータ等） を公開
する際に、統計に乱数を加えることで、統計を解析し
ても元のデータを逆算できないことを要求するプライ
バシー定義である。図3と図4は平均値から特定の1人
のデータを逆算する攻撃と、乱数を使えばその攻撃を
防げることを端的に表した図である。乱数を加えるメ
カニズムのプライバシー保護の強度を非負の実数 ϵ を
用いて表現する。図 5 はその ϵ の定義を端的に表した
図である。ある人のデータがxかx’ かに絞り込めたと
して、公開された乱数入りの統計を見て、x と x’の
もっともらしさの比（図中の𝑒𝑒� ）が小さいほど、強いプ
ライバシー保護であるとみなす。（ϵが小さいほど、2 択
の絞り込みが当たる確率は 1/2 に近づく。2 択が 1/2
でしか当てられないというのは意味のある推測が全く
できないことを意味する。） 差分プライバシーを使う
ことで、統計公開時のプライバシー侵害のリスクを定
量的に評価及び制御することができる。ただし、より
強い保護（より小さい ϵ）を達成するためにはより大き
な分散をもつ乱数を使う必要があり公開する乱数入り
統計の信頼度を大きく損なうため、達成したいプライ
バシー保護の強度と統計の信頼度のバランスを考えて
慎重に ϵ を決める必要がある。図 6 は保護の強度と統
計の信頼度のトレードオフを表した図である。セキュ
リティ基盤研究室でも差分プライバシーに基づいてリ
スクを制御しながら機械学習をする技術を開発してお
り（[13][14] など）、差分プライバシーの概念や利点を社
会に浸透させることは、本研究室が開発した技術が社
会に貢献する機会を増加させることにつながる。

特に著名な差分プライバシーの社会実装の例として
は、2020 年のアメリカの国勢調査 [15] がある。この国

4

94　　　情報通信研究機構研究報告 Vol.70 No.2 （2024）

2024S-03-02-03.indd　p94　2025/01/07/ 火 21:14:14

3　セキュリティ基盤技術



図 3　素朴な平均値の公開に対する攻撃
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図 4　乱数を加えた平均値の公開
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図 5　差分プライバシーの定義の要約
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勢調査は集計結果を差分プライバシーの定義を満たす
ように乱数を含む加工をしてから公開した。さらに、
技術の実装だけでなく国民への情報発信も積極的に行
い、平易な言葉で保護のアイディアを説明する web
ページや動画も公開している [16]。この広報動画では、
2010 年までの国勢調査の結果が他の公開情報と付き
合わせることで多くの個人データが特定されてしまう
ことを批判した上で、差分プライバシーの数学的アイ
ディアに基づいて設計された乱数がいかにプライバ
シー保護と統計の信頼性を両立するかを直感的に説明
している。

乱数を取り入れることで逆算ができなくなることを
非専門家にも理解してもらうことにはある程度成功し
ていると考えられる。例えば、図 7 や図 8 に示すよう
な図を使って差分プライバシーの性質を非専門家に理
解させる試みがユーザブルセキュリティの有力国際会
議で発表されるなど、説明ツールの開発や非専門家の
差分プライバシーへの意識調査が進んでいる [17]。

しかし、こういった説明ツールは必ずしも保護の度
合い ϵ の意味を説明しない。差分プライバシーは ϵ の
大きさによって保護の度合いを表現し、端的に言えば、
ϵ が大きいほど元データの逆算に成功する確率が高い。
単に「乱数を使って差分プライバシーの定義を満たし
ている」といっても、その時の逆算成功率が 1 % なのか

99 % なのかが分からなければ無意味である。そのた
め、将来的にこれらの説明ツールのようなもので ϵ の
意味を説明せずにプライバシーポリシーのようにユー
ザに提示した時には、ユーザは安全の度合いを誤認し
た状態でデータ提供に同意させられる恐れがある。も
しもそのような意図しない同意が多発すれば、差分プ
ライバシー技術の社会への普及の障害になりかねない。

このような意図しない同意を避け、ϵ の大きさも含
めて理解されるための方法の開発は我々の今後の目標
の一つである。この課題に関しても、先の章で述べた
ような国ごと文化圏ごとの違いがある可能性があるた
め、海外で実施された意識調査の結果から日本人にも
当てはまる知見が得られるかどうかは定かではない。
したがって、海外での実施された調査の日本国（日本
語） での追試も実施する必要があり、目標達成までに
課題が山積している。

	 むすび

「日本人の技術用語に対する理解とプライバシーポ
リシーへの同意の関係の調査での調査」「日本人のプラ
イバシーに関わる法制度に対する理解の調査」及び先
行研究 [4] は、技術用語の理解促進だけではプライバ
シー保護技術が社会に受容され普及するには不十分で
あることを示唆している。受容の障害になる理由や受
容される方法の調査研究は我々の今後の課題である。
それら理由や方法は国や文化圏によって異なる可能性
が大いにあるため、日本人のための研究を日本の公的
研究機関で実施する意義は大きい。また、伝統的な技
術体系だけでなく、「新たな技術の社会実装に備えて」
で紹介した差分プライバシーなどの新しいプライバ
シー保護技術と社会の間を如何に取り持つかも我々の
課題である。
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図 8　画像の解像度とϵの大小関係を対応づけて、直感的に説明する方法

図 7　ϵ = 0.5 のスピナーの例。円盤を回転させて、止まった時に三角の頂
点が指している方の行動をとる
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